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【公 示】 

本選手権競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「JAF」という）の公認のもとに、FIA 国際モータースポーツ競技規

則／国際カート規則、及びその付則に準拠した JAF 国内競技規則／JAF 国内カート競技規則およびその細則、2026 年全

日本カート選手権規定、2026 年全日本カート選手権統一規則、2026 年ジュニアカート選手権統一規則、及び本特別規則

書に従って開催される。 

 

第１章 競技会開催に関する事項 

 

第１条 競技会の名称 

2026 年全日本カート選手権  FS-125 部門    第１戦・第２戦 

2026 年全日本カート選手権  FP-3 部門     第１戦・第２戦 

2026 年ジュニアカート選手権 ジュニア部門    第１戦・第２戦 

2026 年ジュニアカート選手権 ジュニアカデット部門 第１戦・第２戦 

 

第２条 競技の種別 

1. 種目：スプリント 最大出走台数 34 台 

2. 区分・格式 

FS-125 部門  ：全日本カート選手権 (国内格式) 

FP-3 部門     ：全日本カート選手権 (国内格式) 

ジュニア部門    ：ジュニアカート選手権 (準国内格式) 

ジュニアカデット部門 ：ジュニアカート選手権 (準国内格式) 

3. 組織許可番号：2026-1803 

 

第３条 開催日程 

2026 年 3 月 28 日（土） 

・大会公式受付 

・公式車検 

・占有走行日（スポーツ走行：有料） 

2026 年 3 月 29 日（日） 

・公式練習 

・タイムトライアル 

・予選ヒート 

・決勝ヒート 

 

第４条 開催場所所在地及び競技会事務局 

新東京サーキット（左周り：1076ｍ） 

〒290-0256 千葉県市原市引田字上二本松 249 

TEL：０436-36-３１39 

FAX：０436-36-3314 

E-mail ： info@n-tokyo.co.jp 

 

第５条 オーガナイザー（主催者）の名称と所在地 

主催：株式会社新東京サーキット 

〒290-0256 千葉県市原市引田字上二本松 249 

 

第６条 競技会組織委員、及び審査委員会 

組織委員長 若浜 俊介 審査委員長 永原 雅之 

組織委員 村田 久子 審査委員 李 好彦 

組織委員 大森 ゆみこ 審査委員 安達 良三 
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第７条 競技会競技役員 

競技長 砂川 将吾 副競技長 野秋 治久 看護師 黒田 有希子 

コース委員長 可香谷 正樹 進行委員長 野秋 昌彦   

計時委員長 長谷川 浩一 救急委員長 若浜 俊介   

技術委員長 深田 和則 事務局長 若濱 真之介   

 

第８条 レース距離 

競技会 部門 予選① 決勝① 予選➁ 決勝➁ 2nd 

全日本カート 

選手権 

FS-125 14 周 

（15064ｍ） 

20 周 

（21520ｍ） 

18 周 

（19368ｍ） 

22 周 

（23672ｍ） 
－ 

FP-3 14 周 

（15064ｍ） 

20 周 

（21520ｍ） 

18 周 

（19368ｍ） 

22 周 

（23672ｍ） 
－ 

ジュニアカート

選手権 

ジュニア 14 周 

（15064ｍ） 

16 周 

（17216ｍ） 

 18 周 

（19368ｍ） 
－ 

ジュニアカデット 10 周 

（10760ｍ） 

12 周 

（12912ｍ） 

 14 周 

（15064ｍ） 
－ 

 

第９条 クレデンシャルの着用 

本競技会に関係するすべての者は、場内ではオーガナイザー発行のクレデンシャルを着けなければならない。 

 

第１０条 競技会の延期、中止または取止めおよび変更に関する事項 

「カート競技会組織に関する規定」第 6 条に基づき、オーガナイザーは、競技会審査委員会の承認を得て競技会の一部ある

いは全部を延期、中止、または取止めることができる。競技会の全部を中止、あるいは 24 時間以上延期する場合は、参加

料は事務手数料 2000（円/税込）、振込手数料実費分を除き全額返還される。但し、天災地変の場合はこの限りでない。な

お、エントラント、参加者はこれによって生じる損失について、オーガナイザーに抗議する権利を保有しません。さらに、オー

ガナイザーは競技会審査委員会の承認を得て競技会の内容を変更する権限も併せて保有するものとし、これに対する抗議

は認められません。 

 

 

第２章 競技会参加に関する事項 

 

第１１条 参加申込方法 

1. 受付期間 

2026 年 1 月 30 日～3 月 18 日 

 

2. エントリー方法 

WEB エントリー 

3. エントリーに必要な書類等 

① 出場承諾書・誓約書 

② 車両申請書 

③ 参加条件を満たすライセンス 

④ 親権者または保護者の印鑑証明書（発行より 3 カ月以内※コピー不可） 

※④は参加者またはピットクルーが 18 歳未満の場合、必ず必要です。 
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【参加者またはピットクルーが 18 歳未満の場合】 

◆「①出場承諾書・誓約書」の保護者承諾書署名に記名し、必ず実印を押印ください。 

◆「④親権者または保護者の印鑑証明書」を、上記①～③と一緒に提出ください。 

※参加者またはピットクルーが 18 歳未満の場合で上記書類なき場合、競技会への参加はできませんのでご注意くださ

い。 

4. 競技会当日に必要な書類等 

① ドライバーライセンス 

② エントラントライセンス 

③ 参加者の健康自認書 

④ 参加者の傷害保険加入証明（コピー可） 

※参加者は第１７条に記載の条件での傷害保険が必須となります。 

大会公式受付の際、条件を満たす保険加入証明の提示が困難な場合、SLO 安全協力会（スポーツ安全保険）へ加入

いただきます。（SL 非会員でもスポーツ安全保険への加入は可能です） 

 

第１２条 参加料支払い方法 

1. 指定口座への振込による支払い 

【振込先】 京葉銀行 うすい支店（145） 普通口座 4823811 カ）シントウキョウサーキット 

2. 競技会事務局窓口にて現金、クレジット決済もしくは PayPay 支払い 

※ご希望の決済方法が選択できます。 

※競技会事務局窓口でのお支払いの場合は、事務局手数料：2000（円/税込）を別途いただきます。 

※競技会 1 週間前までに支払いの確認がとれない場合は、競技会事務局窓口にてお支払いください。 

その場合、受付窓口でのお支払い扱いとなり事務局手数料：2000（円/税込）を別途いただきます。 

  ※競技会事務局窓口でのお支払は、4 月 12 日までの受付となります。 

 

第１３条 参加料およびピット登録料 

（円/税込） 

競技会 部門 参加料 WEB エントリー

以外のエントリー

事務手数料 

ピットクルー 

登録料（1 名分）

※1 

エントラントパス

※2 

遅延手数料 

※3 

全日本カート 

選手権 

FS-125 

56000 2000 3500 1500 

ピットクルー追加： 

1500 FP-3 

ジュニアカート

選手権 

ジュニア 受付期間後のエントリー：

6500 ジュニアカデット 

※１：ピットクルー登録は最大 2 名までとなり、登録料に保険料を含みます。 

※2：エントラントパスに保険料、車両通行証を含みます。エントラントパスは、１つのエントラントにつき１枚の発行となり、ドライ

バーズブリーフィング出席確認の際に必須となります。大会前日までにエントラントパスを購入するようお願いします。 

※3：遅延手数料は第 11 条 1 項の受付期間後に受付となった場合に、それぞれの料金に追加される料金となります。 

※4：本競技会において損壊時の現状復帰を目的とした「施設損壊補償料」を下記の通りお支払いをいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

第１４条 参加受理と参加拒否 

1. オーガナイザーは、国内競技規則 4－19 に基づき参加申込の拒否を行う事ができ、かつその行為をもって最終決定と

施設損壊補償料 １人 1000 円（税込）／１日 

対象物 テックプロ、クラッシュパッド、施設構造物等 

対象物現状復帰実費費用（例） テックプロ 15,000 円／1 個 

クラッシュパッド 80,000 円／1 個 

LED 大型ビジョン 6,000,000 円 

ピット内モニター40,000 円／1 個 
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する。この場合エントリフィーは全額返還される。 

2. エントリーの受理通知または拒否通知は 2026 年 3 月 19 日頃にオーガナイザー指定の方法にて通知します。受理通

知後から大会受付日まで、正式受理の参加者には参加受理書等の書類を競技会事務局にて配布しますが、郵送はしま

せん。 

3. エントリー受理通知後は理由を問わず、参加料等の払い戻しはされません。 

 

第１５条 タイヤディストリビューションについて（タイヤの販売・配布） 

1. 本競技会で使用するドライタイヤの購入先を参加申込書に必ず記載してください。 

① 参加申込者は、購入指定先へドライタイヤ代金をお支払いください。 

② オーガナイザーによりドライタイヤ代金の支払い確認がとれた参加者のみ、タイヤ引換券が配布となります。 

2. オーガナイザーよりドライタイヤを購入する場合は以下の通りとなります。 

（円/税込） 

競技会 部門 タイヤ銘柄・型番 料金 

全日本カート 

選手権 

FS-125 住友ゴム工業株式会社 ＳＬ６ ￥40,250 

FP-3 住友ゴム工業株式会社 ＳＬ22 ￥39,930 

ジュニアカート選

手権 

ジュニア 住友ゴム工業株式会社 ＳＬ22 ￥39,930 

ジュニアカデット 住友ゴム工業株式会社 ＳＬJ ￥34,980 

3. ドライタイヤはオーガナイザーより 2026 年 3 月 28 日（土）に配布します。その後、オーガナイザーが同日に回収・保管

をし、3 月 29 日（日）に再度配布をします。 

※配布方法、スケジュールについては、公式通知等にて別途公示します。 

4. ウェットタイヤは各自準備ください。 

 

第１６条 エンジンおよびシャーシ再登録、再ブリーフィングについて 

当該競技会の全部門において以下の通りとします。 

（円/税込） 

項目 料金 

エンジン再登録 5000 

シャーシ再登録 5000 

再ブリーフィング※1 10000 

※1：定刻のブリーフィング（ドライバーズミーティング）に出席しない参加ドライバーは再ブリーフィングを受けなければならな

い。 

※当該支払いは、競技会事務局にてお支払いとなります。 

 

第１７条 傷害保険 

1. ドライバー900 万円、ピットクルー１名４００万円以上のカート競技に有効な保険に加入していなければならない。 

2. 競技会への参加ドライバー、ピットクルーは傷害保険の加入が義務になります。 

※当該傷害保険は、競技会中の事故等でも補償されることが条件となります。競技会当日に加入はできない為、競技会

までに事前に加入ください。 

 

第１８条 エントラントの代理人指名について 

本競技会においてエントラントが欠席となる場合、オーガナイザー指定のエントラント委任状を競技会当日までに競技会事

務局へ原本を提出することにより、エントラントが代理人を指名し、代理人がエントラントの委任を受けることができる。 
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第１９条 シャシー、エンジンおよびタイヤの登録 

本競技会に使用するシャシー、エンジンおよびタイヤは、車両申請書に登録済みのもののみとする。登録できる個数は下記

の通りとします。 

 FS-125 部門 FP-3 部門 ジュニア部門 ジュニアカデット部門 

シャシー 1 台 1 台 1 台 1 台 

エンジン 1 基 1 基 1 基 1 基 

タイヤ 各 1 セット 

（ドライ・ウェット） 

各 1 セット 

（ドライ・ウェット） 

各 1 セット 

（ドライ・ウェット） 

各 1 セット 

（ドライ・ウェット） 

公式練習 

 

登録していないタイヤ

を使用することができ

る。 

登録していないタイヤ

を使用することができ

る。 

登録していないタイヤ

を使用することができ

る。 

登録していないタイヤ

を使用することができ

る。 

タイムトライアル 

予選ヒート 

決勝ヒート 

2ｎｄヒート 

登録したタイヤを使用。 登録したタイヤを使用。 登録したタイヤを使用。 登録したタイヤを使用。 

 

 

第３章 エンジンおよびカートに関する事項 

 

第２０条 ジュニア部門、ジュニアカデット部門について 

1. エンジンについて 

「JAF 国内カート競技規則」及び当該年ジュニアカート選手権各部門の適用車両規定に合致したピストンバルブ方式の

JAF 公認エンジンで、オーガナイザーが指定したワンメイクエンジンとします。 

部門 エンジン 

ジュニア YAMAHA KT100SEC 

ジュニアカデット YAMAHA KT100SEC 

 

2. タイヤについて 

JAF によって指定された単一製造者の JAF 指定タイヤとし、次の通りとします。 

部門 ドライタイヤ ウェットタイヤ 

ジュニア 住友ゴム工業株式会社 SL22 住友ゴム工業株式会社 SLW2 

ジュニアカデット 住友ゴム工業株式会社 SLJ 住友ゴム工業株式会社 SLW2 

 

3. 最低重量について 

次の通りとします。 

部門 最低重量 

ジュニア 138ｋｇ 

ジュニアカデット 113ｋｇ 

 

第２１条 燃料について 

競技会期間中の使用燃料（ガソリン）はすべての部門において 2026 年ＪＡＦ全日本カート選手権、ジュニアカート選手権統

一規則に基づき、使用ガソリンを以下の通り指定します。 

1. 燃料（ガソリン）について 

① オーガナイザーが指定する指定給油所にて購入した燃料（ガソリン）のみを使用可能とする 
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② 燃料には、燃料の性質を変えるような装置を付けたり、添加剤の混入は禁止とする 

※代表性状表は別紙１の通りとなる。 

2. 燃料（ガソリン）の購入方法について 

① 指定給油所 

スタンド名 ENEOS 立野ＳＳ 菱和エンタープライズ（株） 

住所 〒299-0121 千葉県市原市立野１８ 

電話番号 0436-66-1939 

営業時間 月～土 7:00-19:30 祝 8:00-18:00 

定休日 日曜日 

 

② 「①」において、指定ガソリン購入証明書に領収書原本を添付し、公式車検時に提出ください。 

※領収書購入日付は 2026 年 3 月 23 日より有効となります。 

③ 燃料（ガソリン）購入の際は、金属携行缶を用い、給油ポンプより直接携行缶へ給油してもらってください。 

 

第４章 競技に関する事項 

 

第２２条 競技の構成と方式  
全日本カート選手権 ジュニアカート選手権 

部門 FS-125 FP-3 ジュニア ジュニアカデット 

レースフォーマット 公式練習 10 分 公式練習 10 分 公式練習 10 分 公式練習 10 分 
 

TT 7 分 TT 7 分 TT 7 分 TT 7 分 
 

①予選ヒート ①予選ヒート ①予選ヒート ①予選ヒート 
 

①決勝ヒート ①決勝ヒート ①決勝ヒート ①決勝ヒート 
 

②予選ヒート ②予選ヒート ②決勝ヒート ③ 決勝ヒート 
 

②決勝ヒート ②決勝ヒート 
  

 

第２３条 その他一般事項 

1. 変更事項が生じた場合、下記のいずれかの方法によって参加者に通知される。 

・新東京サーキットホームページに掲載 https://www.n-tokyo.co.jp/ 

・大会事務局に掲出 

・ドライバーズブリーフィングで指示 

・緊急の場合は場内放送で伝達 

2. パドック、ピット、ピット前作業エリア内での火気の使用は禁止されます。施設の告知や注意事項を守ってください。また、

ゴミの不法投棄をした場合は施設内に投棄したすべてのゴミを必ず処理していただきます。 

3. 指定された場所以外での喫煙は禁止されます。 

4. 使用するピットやパドックは、オーガナイザー側で指定させていただきます。 

 

第５章 抗議、暴力等に関する事項 

 

第２４条 抗議 

1. 抗議について 

2026 年全日本カート選手権統一規則第 39 条、40 条、41 条、2026 年ジュニアカート選手権統一規則第 39 条、40

条、41 条に基づき、抗議の受付をいたします。 

2. エントラント、参加者及びピットクルーは、競技委員やレースジャッジに対し、スポーツマンらしからぬ行為や不謹慎な言
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葉遣い、暴言、威圧、あるいは競技を妨害する行為をとった場合当該競技会失格とします。施設退去いただく場合もあり

ます。 

3. エントラント、参加者及びピットクルーによる競技会場での言葉による脅しや侮辱、威圧、暴力行為をした場合、オーガナ

イザーの判断により当該競技会失格、当施設からの退場、次戦のエントリー拒否等のペナルティを与えることができます。 

主に、選手に対しての暴力（特に子供へ）選手間同士の暴力は目に余る物となりますので人道的な対応にてお願いたしま

す。 

4. オーガナイザーや競技会組織委員、エントラントや参加者に対して、ＳＮＳ等で誹謗中傷、侮辱をした場合またはその恐れ

がある場合、競技会の参加を取り消す場合やエントリーの拒否をする場合があります。 

 

 

第６章 賞典に関する事項 

 

第２５条 賞典と副賞 

正賞および副賞は以下の通りとします。 

競技会 部門 順位 賞典 

全日本カート選手権 
FS-125 

1 位～3 位 正賞および副賞 
FP-3 

ジュニアカート選手権 
ジュニア 

ジュニアカデット 

 

 

第７章 その他に関する事項 

 

第２６条 本特別規則書に記載されていない事項 

本特別規則書に記載されていない事項は、公式通知または当日のアナウンス等にて通知します。 

 

第２７条 損害補償 

1. すべての参加者は、自己の過失により、施設の器材、計測器等、その他諸々に損害を与えた場合は、その損害について

責任を負うこととします。 

2. オーガナイザーおよび大会役員の業務遂行により起きたドライバーおよびピットクルーの死亡、負傷および車両の損害に

対して、主催、後援、協力、協賛するものおよび大会役員はその一切の補償責任を負わないものとします。 

 

第２８条 緊急医療機関に関して 

本競技会において緊急時の搬送指定病院を以下の通りとします。 

帝京大学ちば総合医療センター  

〒299-0111 千葉県市原市姉崎 3426-3  

TEL：0436-62-1211（代表） 

尚、緊急時は救急隊員等医療従事者の指示に従い、迅速かつ適切な処置ができる医療機関への搬送を最優先とします。 
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